
伸
び
よ
う
伸
ば
そ
う
青
少
年

　

７
月
を
青
少
年
健
全
育
成
市

民
運
動
強
調
月
間
と
定
め
、
青

少
年
育
成
府
中
市
民
会
議
や
関

係
機
関
・
団
体
が
一
体
と
な
っ

て
、
街
頭
指
導
や
声
掛
け
運
動

な
ど
の
啓
発
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

　

平
成
28
年
12
月
に
は
、
再
犯

の
防
止
な
ど
の
推
進
に
関
す
る

法
律
も
施
行
さ
れ
て
お
り
、
犯

罪
や
非
行
の
な
い
安
全
・
安
心

な
地
域
社
会
を
築
く
た
め
の
継

続
的
な
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る 

犯
罪
被
害
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う

　

携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
は
、
生
活
を
豊
か
に
し
た
り
、

災
害
時
に
と
て
も
役
立
つ
も
の

で
す
が
、
そ
の
利
用
が
急
速
に

広
が
り
、
青
少
年
が
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
続

発
し
て
い
ま
す
。

　

有
害
サ
イ
ト
に
興
味
本
位
で

ア
ク
セ
ス
し
て
被
害
に
遭
っ
た

り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
書
き
込
み
な

ど
で
気
付
か
な
い
う
ち
に
加
害

者
に
な
っ
た
り
、
中
傷
の
被
害

者
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
の

方
法
を
家
庭
で
し
っ
か
り
話
し

合
い
、
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

▽�

有
害
サ
イ
ト
へ
の
接
続
を
制

限
す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ

　

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
。

▽�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電

話
の
使
用
ル
ー
ル
を
親
子
で

決
め
る
。

　

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付

免
除
や
猶
予
の
相
談
を
し
て
く

だ
さ
い
。
保
険
料
免
除
や
納
付

猶
予
な
ど
で
認
め
ら
れ
た
期
間

は
、
年
金
を
受
け
取
る
資
格
期

間
に
含
ま
れ
ま
す
。

持
参
す
る
も
の　

▽
印
鑑　

▽

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の　

▽
離

職
日
が
平
成
29
年
１
月
１
日

以
降
の
人
は
、
離
職
票
ま
た

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

毎
年
７
月
に
申
請
を

　

免
除
の
期
間
は
、
７
月
か
ら

翌
年
の
６
月
ま
で
で
す
。
す
で

に
免
除
を
受
け
て
い
る
人
も
、

毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

　

過
去
２
年
間
に
未
納
期
間
が

あ
る
人
は
、
申
請
時
点
か
ら
２

年
１
か
月
前
ま
で
の
未
納
分
の

申
請
も
で
き
ま
す
。
免
除
の
決

定
は
、
前
年
所
得
を
審
査
し
ま

す
。
税
金
の
申
告
を
必
ず
済
ま

せ
て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
先　

市
民
課
（
☎
４
３-

７

１
２
９
）
ま
た
は
上
下
支
所

市
民
生
活
係
（
☎
６
２-

２
１

１
４
）

問
い
合
わ
せ
先　

備
後
府
中
年

　
金
事
務
所
（
☎
４
１-

７
４
２
１
）

広島県の青少年
のマスコット
　「ゆっぴー」

７
月
は
青
少
年
健
全
育
成
市
民
運
動
強
調
月
間

府中市青少年健全育成市民運動
◎セレモニー

　総理大臣からのメッセージの伝達式や、
青少年意見発表作文の朗読を行います。
とき　７月13日（金）16時30分～
ところ　府中市文化センター
◎街頭啓発

　啓発のためにリーフレットやティッシ
ュなどを配布します。
〈府中地区〉

とき　７月13日（金）17時30分～
ところ　ＪＲ府中駅前他５か所
〈上下地区〉

とき　７月13日（金）17時～
ところ　Ａコープ上下店

青少年健全育成講演会
とき　７月26日（木）18時30分～
ところ　府中市文化センター
演題　子どもたちの幸せのために～子ど
　もの貧困問題と地域で取り組む健全育
　成～
講師　県立広島大学　教授　田中聡子さん

問い合わせ先　青少年育成府中市民会議
　（☎４１-８９７７）または生涯学習課
　（☎４３-７１８１）

とき　７月14日（土）
　９時30分～16時
ところ　備後府中年
　金事務所
相談料　無料
予約で相談がスムー

ズに！

　予約なしでも相談
・手続きができます
が、予約の人が優先
になります。
申し込み・問い合わ

せ先　備後府中年金
　事務所（☎４１-７
　４２１）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

年金相談窓口

免除の種類 内容

一般免除
前年所得が一定額以下の人は、
保険料の一部または全額を免除

納付猶予
対象は50歳未満の人で、保険料
の全額を納付猶予

特例免除
失業により納付が困難な場合、
保険料の一部または全額を免除

※免除を受けた期間は、保険料を全額納付した
場合と比べて、受け取る年金額が少なくなりま
すのでご注意ください。
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